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２０２３年度 保安管理マスター制度 技術保安管理士称号認定試験 

 

法令問題 解答と解説 

【共通問題】 問１～１２ 

問 1  鉱山保安法の目的等に関する次の記述のうち、鉱山保安法令上、正しいものを

(1)～(4)の中から 1 つ選びなさい。 

 

（1） 鉱山保安法は、鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止することの

みを目的とする。 

（2） 鉱山保安法において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。この場合、鉱物の掘

採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業とし

ない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設も含む。 

（3） 鉱山保安法において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をいうが、

坑外作業に従事する者は含まれない。 

（4） 鉱山保安法において「保安」とは、鉱業に関する①鉱山における人に対する危害の

防止、②鉱物資源の保護、③鉱山の施設の保全、④鉱害の防止の４つをいう。 

 

解答 (4) 

 (1) 誤：鉱山保安法第１条参照。 

「鉱物資源の合理的開発」についてもうたわれている。 

 (2) 誤：鉱山保安法第２条第２項参照。 

ただし書きで、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物に係

る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にあ

る附属施設は除くと規定されている。 

 (3) 誤：鉱山保安法第２条第３項参照。 

「鉱山労働者」とは、坑外作業に従事する者も含まれる。 

 (4) 正：鉱山保安法第３条第１項に規定されているとおり。 

 

 

問２ 鉱業権者による鉱山の現況調査に関する次の記述のうち、鉱山保安法令上、正しい

ものを(1)～(4)の中から１つ選びなさい。 

 

（1） 鉱業権者は、保安規程を定め、又は変更するに当たっては、あらかじめ産業保安監

督部長の許可を得た場合を除き、現況調査等の結果を踏まえて行わなければならない。 

（2） 鉱業権者は、鉱山における保安について、死者が生じた災害又は四週間以上の休業

見込みの負傷者が生じた場合に限り、災害の報告を産業保安監督部長にしたときは、
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当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、その結果を

記録し、これを保存しなければならない。 

（3） 鉱業権者が鉱業法の規定による施業案を変更しようとするときに実施した現況調査

の結果の記録は２０年間保存しなければならない。 

（4） 鉱業権者は、鉱業法の認可を受けてその事業を休止したとき、鉱山における保安を

害する事項について保安を害する要因（その評価を含む）を調査しなければならない。 

 

解答（3） 

（1） 誤：鉱山保安法第１９条第３項参照 

保安規程を見直す際には、必ず現況調査を実施する必要がある。 

（2） 誤：鉱山保安法第１８条第２項、鉱山保安法施行規則（以下「施行規則」とい

う。）第４５条第１号及び同条第２号参照。 

「三日以上の休業見込みの負傷者が同時に五人以上生じた災害」の報告を

行った場合も同様。 

（3） 正：鉱山保安法第１８条第１項、 

施行規則第３６条第３号及び第３９条第１号に規定されているとおり。 

（4） 誤：鉱山保安法第１８条第１項、施行規則第３６条第１号及び同規則第３７条

第５号参照。 

正しくは、その事業を「休止したとき」ではなく、「休止しようとするとき」。 
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問３ 鉱業権者が保安規程に定めなければならない内容に関する次の記述のうち、鉱山

保安法令上不足しているものを、(1)～(4)の中から１つ選びなさい。 

 

（1） 保安を推進するための活動 

  ・保安を推進するための活動の実施体制及び内容 

  ・保安を推進するための活動の記録に関する事項 

（2） 保安委員会（鉱山労働者代表の届出があった場合を除く。） 

  ・委員の選任方法 

  ・開催頻度 

  ・審議結果の記録に関する事項 

（3） 鉱山労働者代表（鉱山労働者代表の届出があった場合に限る。） 

  ・鉱山労働者代表への通知結果の記録に関する事項 

  ・鉱山労働者代表との協議結果の記録に関する事項 

（4） 研修及び見学 

・実務研修（研修生に鉱山の施設を使用させ、及び坑道の掘削その他の作業にさせ

ることにより技術、技能又は知識を修得させる研修をいう。以下同じ。）中の保

安確保に関する事項 

・実務研修を受ける者の教育に関する事項 

・実務研修の内容に関する事項 

・見学者に対する保安確保に関する事項 

 

解答（3） 

(1) 正：施行規則第４０条第１項第４号に規定されているとおり。 

(2) 正：施行規則第４０条第１項第２号に規定されているとおり。 

(3) 誤：施行規則第４０条第１項第３号参照。 

イ「（法第三十二条の規定により読み替えて適用される法第十九条第四項の

規定による）鉱山労働者代表の意見の聴取結果の記録に関する事項」が不足。 

(4) 正：施行規則第４０条第１項第９号に規定されているとおり。 

 

 

問４ 保安教育に関する次の記述について、    に当てはまる鉱山保安法令上定め

られている言葉を、(1)～(4)の組合せの中から選びなさい。 

 

①  鉱業権者は、特に危険な作業であって経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事

させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保安のための教

育を  Ａ  。 
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②  鉱業権者は、鉱山（石油鉱山・石炭坑以外）における発破に関する作業に鉱山労働者を

従事させるときは、火薬類の知識に関し  Ｂ  以上の教育を施さなければならない。 

③  労働安全衛生規則別表第四に掲げる  Ｃ  を有する者については、経済産業省令で

定める特に危険な作業に関する保安のための教育を施したものとすることができる。 

④  鉱業権者は、保安教育について、「教育の対象者、程度及び方法」、「再教育の程度及び

方法」、「教育の記録に関する事項」の３つの事項を保安規程に  Ｄ  。 

   Ａ            Ｂ      Ｃ                Ｄ 

(1) 施すよう努める ４時間 甲種火薬類取扱保安責任者免状 定めることができる 

(2) 施さなければならない ４時間 発破技士免許 定めなければならない 

(3) 施すよう努める ６時間 甲種火薬類取扱保安責任者免状 定めることができる 

(4) 施さなければならない ６時間 発破技士免許 定めなければならない 

 

解答（4） 

① 鉱山保安法第１０条第２項参照。 

② 施行規則第３０条第１項参照。 

③ 施行規則第３０条第３項第２号参照。 

④ 施行規則第４０条第５項参照。 

上記より、Ａ「施さなければならない」Ｂ「６時間」Ｃ「発破技士免許」Ｄ「定めな

ければならない」となり、(4)が正しい。 

 

 

問５ 鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設であって保安の確保上重要なものと

して 経済産業省令で定めるもの（以下この問題において「特定施設」という。）に関

する次の ①～③の記述の正誤について、鉱山保安法令上、正しいものを(1)～(4)の

中から１つ選び なさい。  

 

① 鉱業権者は、特定施設の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものを

しようとするときは、その工事の計画を産業保安監督部長に届け出なければならな

い。また、その届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後で

なければ、その届出に係る工事を開始してはならない。ただし、産業保安監督部長か

らの期間短縮の通知が有る場合には、この限りではない  

② 鉱業権者は、特定施設の使用前検査において、その工事が届出をした工事の計画（経

済産業省令に定める軽微な変更をしたものを含む。）に従って行われたものであるこ

とを確認しなければならない。また、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省

令で定める基準に適合するものであることを確認しなければならない。 

③ 鉱業権者は、特定施設であって保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令の
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定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、

その結果を記録し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 

 

（1） ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述はない。 

（2） ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述が１つある。 

（3） ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述が２つある。 

（4） ①～③の記述全てが、鉱山保安法に規定された内容として正しい。 

 

解答（3） 

① 正：鉱山保安法第１３条第１項、第２項、第３項に規定されているとおり 

② 正：鉱山保安法第１４条に規定されているとおり 

③ 誤：鉱山保安法第１６条第１項参照 

「産業保安監督部長に届け出なければならない。」ではなく、「保存しなければなら

ない」の間違い。 

 

 

問６ 保安管理体制に関する次の記述のうち、鉱山保安法令上、正しいものを(1)～(4)

の中から１つ選びなさい。 

 

（1） 鉱業権者は、鉱山において、保安統括者を補佐して、保安に関する事項を管理さ

せるため、保安管理者を選任しなければならないが、保安統括者が当該鉱山に常駐

している場合はこの限りではない。 

（2） 鉱業権者は、鉱山の保安に関する実務に通算して５年以上従事したものを保安管

理者として選任できる。 

（3） 特別の事情がある場合には、保安管理者の解任の命令に係る聴聞の期日における

審理を非公開により行うことができる。 

（4） 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅行、疾病その他の事故によってその

職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定める

ところにより代理者を選任する前にこれを産業保安監督部長に届け出なければなら

ない。 

 

解答（2） 

（1） 誤：鉱山保安法第２２条第３項参照。 

保安管理者を選任しなくてもよいのは、保安統括者が当該鉱山に常駐し、

かつ、保安統括者が経済産業省令で定める保安管理者の要件を備える者で

ある場合。 
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（2） 正：鉱山保安法第２２条第３項及び施行規則第４１条第１項第１号及び第２号

に規定されているとおり。 

（3） 誤：鉱山保安法第２３条第１項及び第２項参照。 

保安管理者の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、例外なく公開

により行わなければならない。 

（4） 誤：鉱山保安法第２４条第１項第１号及び施行規則第４２条参照。 

保安統括者又は保安管理者の代理者の選任の届出は「代理者を選任する

前」ではなく、「選任後遅滞なく」、行わなければならない。 

 

 

問７ 施設等の巡視及び点検について鉱業権者が講ずべき措置に関する次の記述のう

ち、    に当てはまる鉱山保安法令上定められている言葉を、(1)～(4)の組合せ

の中から選びなさい。 

 

施設等の巡視及び点検について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 

①  保安の確保上重要な鉱山等にある建設物、工作物その他の施設並びに掘採箇所及び

掘採跡を定期的に   Ａ   し、危険又は異常の有無を   Ｂ   し、かつ、危

害及び鉱害の防止のため必要な事項について、  Ｃ   すること。 

②  大雨、地震その他の異常気象により保安上危険の有無を   Ｂ   する必要が生

じたもの又は   Ｃ   の結果に異常が認められたものについては、巡視者に危害

が及ぶおそれがある場合を除き、  Ａ   及び   Ｃ   の回数の増加その他 

  Ａ   又は   Ｃ   について必要な措置を講ずること。 

③  鉱業上使用する機械、器具及び工作物については、始業時、月次等、定期的に 

  Ｄ   を行うこと。 

④  施設等の   Ａ   及び   Ｃ   並びに   Ｄ   についての箇所、項

目、方法及び頻度をあらかじめ定め、これを鉱山労働者に周知すること。 

⑤    Ａ   、  Ｂ   、  Ｃ   及び   Ｄ   の結果を記録し、必要

に応じ、これを保存すること。 

 

Ａ      Ｂ      Ｃ      Ｄ 

(1)   検査     巡視     点検     測定 

(2)   巡視     検査     点検     測定 

(3)   検査     巡視     測定     点検 

(4)   巡視     検査     測定     点検 

解答（4） 

①施行規則第２６条第１号 参照。 
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②施行規則第２６条第２号 参照。 

③施行規則第２６条第３号 参照。 

④施行規則第２６条第４号 参照。 

⑥ 施行規則第２６条第５号 参照。 

上記より、Ａ「巡視」Ｂ「検査」Ｃ「測定」Ｄ「点検」となり、(4)が正しい。 

 

 

問８ 鉱業権者から産業保安監督部長に対して行う災害その他の保安に関する事項の報

告に関する次の記述のうち、鉱山保安法令上、誤っているものを(1)～(4)の中から

１つ選びなさい。 

 

（1） 鉱業権者は、災害の発生及び罹災の状況について、毎月末、経済産業省令にて定

められた様式に従い産業保安監督部長に報告しなければならない。 

（2） 鉱業権者は、死者又は四週間以上の休業見込みの負傷者が生じた災害が発生した

ときは、直ちに、災害の状況について、経済産業省令にて定められた様式に従い産

業保安監督部長に報告しなければならない。 

（3） 鉱業権者は、水害、風害、雪害、震災その他の自然災害が発生したときは、負傷

者が生じていない場合にも、産業保安監督部長への災害の状況等の報告を省略する

ことができない。 

（4） 鉱業権者は、三日未満の休業見込みの負傷者が生じた災害が発生したときは、産

業保安監督部長への災害の状況等の報告を省略することができる。 

 

解答（2） 

（1） 正：鉱山保安法４１条第２項および施行規則第４６条第２項の表の第１号に規

定されているとおり。 

（2） 誤：鉱山保安法４１条第１項および施行規則第４５条参照。 

死者又は四週間以上の休業見込みの負傷者が生じた災害が発生したとき

は、直ちに、災害の状況を産業保安監督部長へ報告する必要がある旨が規

定されており、報告の様式については、特段の定めはない。 

（3） 正：鉱山保安法４１条第２項および施行規則第４６条第１項の表の第４号に規

定されているとおり。 

（4） 正：鉱山保安法４１条第２項および施行規則第４６条第１項の表の第２号に規

定されているとおり。 

 

 

問９ 保安統括者及び作業監督者等に関する次の①~③の記述の正誤について、鉱山保
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安法令上、正しいものを(1)～(4)の中から１つ選びなさい。 

 

① 鉱山労働者は、保安統括者又はその代理者がこの法律又はこの法律に基づく経済産

業省令の規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 

② 鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済

産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者を選任したとき

は、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なけれ

ばならない。 

③ 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職

務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めると

ころにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なけれ

ばならない。 

 

（1） ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述はない。 

（2） ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述が１つある。 

（3） ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述が２つある。 

（4） ①～③の記述全てが、鉱山保安法に規定された内容として正しい。 

 

解答（4） 

① 正：鉱山保安法第２４条第２項及び第２５条に規定されているとおり。 

② 正：鉱山保安法第２２条第４項及び第２６条第１項に規定されているとおり。 

③ 正：鉱山保安法第２４条第１項に規定されているとおり。 

従って、全てが正しい記述であり(4)が正答 

 

 

問１０ 坑外の火薬類取扱所の技術基準に関する次の記述のうち、鉱山保安法令上、誤

っているものを(1)～(4)の中から 1つ選びなさい。 

 

（1） 火薬類取扱所の設置箇所は、通路、通路となる坑口、動力線、火薬庫、火気を取

り扱う場所その他人の出入りする建物に対して安全であって、かつ、湿気の少ない

箇所であること。 

（2） 火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品（導爆線及び制御発破コード

を除く。）とは、適切な防壁をもって区画されていること。 

（3） 暖房の設備を設ける場合には、見張人を常時配置する場合を除き、温水、蒸気又

は熱気以外のものが使用されていないこと。 

（4） 火薬類取扱所の建物の周囲には、適切な境界さくを設け、かつ、「火薬」、「立入
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禁止」、「火気厳禁」等と書いた標識が設けられていること。 

 

解答（3） 

（1） 正：鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令（以下「技術基準省令」と

いう。）第４０条第２項第１号に規定されているとおり。 

（2） 正：技術基準省令第４０条第２項第４号に規定されているとおり。 

（3） 誤：技術基準省令第４０条第２項第５号参照。 

見張人を常時配置する場合であっても、温水、蒸気又は熱気以外のものは使

用できない。 

（4） 正：技術基準省令第４０条第２項第７号に規定されているとおり。 

 

 

問１１ 鉱山における危害又は鉱害防止のため鉱業権者が講ずべき措置に関する次の記

述のうち、鉱山保安法令上、誤っているものを(1)～(4)の中から１つ選びなさい。  

 

（1） 粉じんが発生し、又は飛散する作業場及び粉じんを発生し、又は飛散させる施設

においては、集じん、散水、清掃、機械又は装置の密閉、坑内作業場における湿式

削岩機の使用その他の粉じんの飛散を防止するための措置を講ずること。 

（2） 鉱業上使用する機械、器具及び工作物について鉱業権者が講ずべき措置は、当該

機械、器具及び工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順を

定め、これを鉱山労働者に周知することとする。 

（3） 坑外における火気の取扱いについて鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるもの

とする。 

イ 火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の火災を防止するための措

置を講ずること。 

ロ 消火設備の設置その他の火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講

ずること。 

ハ 火災を認めたときは、消火作業の実施、鉱山労働者の退避その他の火災による

被害を防止するための措置を講ずること。 

（4） 衛生に関する通気の確保について鉱業権者が講ずべき措置のうち、鉱山労働者が

作業し、又は通行する坑内の空気の酸素含有率は１８パーセント以上とし、炭酸ガ

ス含有率は２パーセント以下とすること。また、坑内作業場（通行に使用する箇所

を除く。）において鉱山労働者が作業する箇所における気温は、摂氏３７度以下と

すること。 

 

解答（4） 
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（1） 正：施行規則第１０条第１項に規定されているとおり。 

（2） 正：施行規則第１２条に規定されているとおり。 

（3） 正：施行規則第１５条に規定されているとおり。 

（4） 誤：施行規則第１６条第１項参照 

「酸素含有率は１８パーセント以上とし、炭酸ガス含有率は２パーセン

ト以下」ではなく、「酸素含有率は１９パーセント以上とし、炭酸ガス含

有率は１パーセント以下」の誤り。 

 

 

問１２ 鉱害の防止のため鉱業権者が講じた措置に関する次の記述のうち、鉱山保安法

令上、正しいものを(1)～(4)の中から１つ選びなさい。 

 

（1） 鉱業廃棄物の処理について、鉱業廃棄物を坑外埋立場（坑外に設置された埋立処

分場をいう。）において処分するときは、のり尻から埋立面までの高さの最大値は

５メートル未満となるようにした。 

（2） 鉱業廃棄物の処理について、有害鉱業廃棄物の一月ごとの種類別発生量及び運搬

及び処分の方法ごとの量並びにその年月日を帳簿に記載し、これを一年ごとに閉鎖

し、 閉鎖後３年間保存した。  

（3） 坑水及び廃水を公共用水域に排出するため、水質汚濁防止法に規定された環境基

準に適合するよう処理を行った上で排出した。 

（4） 土地の掘削（石油の掘採を含む。）について、掘採跡の埋め戻し及び植栽、坑井

の密閉、沈砂池の設置その他の坑外における鉱物の掘採による崩壊又は土砂流出、

石油の湧出、汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置を講ずることとした。 

 

解答（4） 

（1） 誤：施行規則第１８条第２号参照 

「５メートル未満」ではなく、「３メートル未満」。 

（2） 誤：施行規則第１８条第１５号参照 

「閉鎖後３年間保存」ではなく、「閉鎖後５年間保存」。 

（3） 誤：施行規則第１９条第２号参照 

「環境基準」ではなく、「排水基準」。 

（4） 正：施行規則第２５条第２号のとおり。 
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問１３ 粉じん処理に関する次の記述のうち、鉱山保安法令上、正しいものを(1)～(4)

の中から 1つ選びなさい。 

 

（1） 鉱山施設においては、粉じんの飛散を防止するため、散水、集じん機の設置、装

置の密閉その他の適切な措置が講じられていること。 

（2） 粉じんの濃度及び当該粉じん中の遊離けい酸含有率の測定及び評価については、

作業環境測定法に規定する者しか実施することができない。 

（3） 粉じんの濃度を改善するための必要な措置を講じたとき、その効果を確認するた

め、直ちに、当該作業場について、環境大臣が定める方法により、粉じん濃度及び

粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定し、その結果について、環境大臣が定める基

準に従って評価すること。 

（4） 粉じんの濃度及び当該粉じん中の遊離けい酸含有率の測定並びにこれらの評価に

ついて、その結果を記録し、三年間保存すること。 

 

解答（1） 

（1） 正：技術基準省令第３条第３号に規定されているとおり。 

（2） 誤：施行規則第１０条第８号参照。 

作業環境測定法に規定する者と同等以上の能力を有する者も粉じんの濃度

及び当該粉じん中の遊離けい酸含有率の測定及び評価を実施することがで

きる。 

（3） 誤：施行規則第１０条第７号参照。 

環境大臣ではなく、経済産業大臣が定める方法や基準に従って評価すること。 

（4） 誤：施行規則第１０条第１０号参照。 

記録は、３年間ではなく、７年間保存する必要がある。 

 

 

問１４ 鉱山道路及び坑道の技術基準に関する次の記述のうち、鉱山保安法令上、正し

いものを(1)～(4)の中から１つ選びなさい。 

 

（1） 車両系鉱山機械又は自動車が常時走行する坑道には、道路標識、転落防止設備、

その他の保安設備が適切に設けられなければならない。 

（2） 鉱山道路の縦断こう配が１８％（１０．２°）を超えていたが、通行車両の走行

速度を２０ km/h 以下に制限し、かつ、延長１００ｍ以内であったため、差し支え

ないものとした。 

（3） 「車道」とは、車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。ま

た「道路幅員」とは、車道の幅員に路肩の幅、側溝及び転落防止設備等の幅を加え
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たものをいう。 

（4） 鉱山道路の通行車両の最大車幅が２．５ｍ以下であるが、地形の状況により、最

小道路幅員が３．０ｍとなっている。このため、「車両の転落防止措置」「走行速度

制限の措置強化」「ブレーキテスト標識、速度制限標識の設置その他の安全対策」

を講じた。 

 

解答（4） 

（1） 誤：技術指基準省令第１６条第２項第２号及び同条第３項第３号ロ参照。 

正しくは「転落防止設備」ではなく、「信号機、照明設備」。 

（2） 誤：鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の技術指針（以下「技術指

針」という。）第１４章２（２）参照。 

鉱山道路の縦断こう配が１８％（１０．２°）以下の場合は、通行車両の

走行速度を２０km/h以下に制限し、かつ、延長１００ｍ以内の場合であれ

ば差し支えない。 

（3） 誤：技術指針第１４章１（３）（４）参照。 

「道路幅員」には、側溝及び転落防止設備等の幅は含まない 

（4） 正：技術指針第１４章２（１）に規定されているとおり。 

 

 


